
 （公印省略）

 教事第０３０００１号

 令和７年１月３０日

 

 　榛東村監査委員　石坂　郁夫　様

 　　　　同　　　　三俣　　実　様

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榛東村教育委員会

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　須永　光明

 

 

 

 

 監査の結果に基づき講じた措置について(通知)

 

 

　令和６年８月７日付け榛監第２２０００１号で通知のあった令和５年度（下半期）

定期監査結果報告書の報告に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、別紙のとおり通知します。



 別紙

 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置

  ○年次有給休暇の取得状況について

　年10日以上の年次有給休暇が付与され ・会計年度任用職員を含む全ての職員に

 ている全ての職員が、少なくとも５日の 対して、制度の周知を行いました。

年次有給休暇（１日単位）を確実に取得 ・各所属長が所属職員の年次有給休暇取

 できるよう適切な措置を講じられたい。 得状況を適宜確認し、全ての職員が少な

 くとも５日の年次有給休暇を確実に取得

するよう随時、職員に促すこととしまし

た。

  ○時間外勤務命令について

　法定上限を超える時間外勤務命令が発 　法定上限を超えた月は、通常業務に加

せられた業務が、榛東村職員の勤務時間、え、主催イベントが複数重なったことか

休暇等に関する規則第６条の２の３第１ ら短期間に業務量が著しく増加したもの

項第２号を真に適用できる「通常予見す で、今後、業務量の大幅な増加が予見さ

ることのできない業務量の大幅な増加」 れるような場合や臨時又は緊急の業務が

に伴う「臨時又は緊急」の業務であった 発生した場合には、ワークシェアリング

か否かについて直ちに検証を行い、検証 や事務分掌の見直しなどを行い、特定の

結果に基づき速やかに必要な措置を講じ 職員に業務が集中することのないよう事

ること。 務の平準化に努めます。

 ○行政委員会等に係る歳出予算の執行状

  況及び活動について

　教育委員会の議事録の公表は、地方教 　令和７年１月以降に開催した教育委員

育行政の組織及び運営に関する法律にお 会の議事録について、村ホームページに

いて努力義務が課されている。 おいて、公表することとしました。

  ○ 社会体育施設等管理事務所について 　

　社会体育施設等管理事務所の行政組織 　社会体育施設管理事務所の設置及び管

上の位置付けが明確なものとなるよう検 理に関する規則を定め、令和７年４月１

討されたい。 日から施行することとしました。


